
イングランド新量刑ガイドラインの下における交通事犯の量刑（２）（岡上）

１　はじめに－本論文の視座
２　イングランド量刑ガイドラインの鳥瞰図（以上、前号）
３　略式手続における交通事犯の量刑――治安判事裁判所ガイドライン
４　「交通死亡事故（運転致死）」についてのガイドライン（以上、本号）（未完）

３　略式手続における交通事犯の量刑――治安判事裁判所ガイドライン

　本章および次章では、今回ガイドライン化された交通事犯、すなわち２００８年１２月
現在、確定版として公表されている「治安判事裁判所ガイドライン（Magistrates’ 
Court Sentencing Guidelines）」の第４部「自動車運転犯罪（Motoring offences）」お
よび「交通死亡事故（Causing Death by Driving）ガイドライン」を取り上げる。
これらのガイドラインは、１８歳以上で、有罪判決を受けた初犯者（first time 
offender）１に適用される。
　イングランドおよびウェールズでは、刑事裁判は２つの種類、すなわち略式裁判
（summary trial）と正式起訴裁判（trial on indictment）がある２。前者の略式裁判は
治安判事裁判所において、後者の正式裁判は、刑事法院（Crown Court）で行われ
るとされ、また、刑事法院は正式起訴事件の第１審であると共に、略式起訴事件の
上訴審でもある。実際上、ほとんどの刑事事件は、治安判事裁判所で開始されると
いう。交通事犯も、多くの犯罪類型が重大ではなく（less serious）、略式裁判が行
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１ Criminal Justice Act ２００３, section １４３（２）によれば、初犯者とは、加重要因として取り
扱われるべき有罪判決を受けていない者をいう。
２ これらについては、田中英夫編『英米法辞典』（１９９１年）の該当箇所、田中英夫『英米法
総論下』（１９８０年）３７６頁以下、フィリップ・S・ジェームズ（矢頭敏也監訳）『イギリス法
（上）』（１９８５年）８３頁以下を参照。



われるが、ガイドラインに示すように、いくつかの犯罪は刑の重さに応じて、治安
判事裁判所で判決される場合もあるが、刑事法院に付託されることもでき、また、
４で扱う「交通死亡事故ガイドライン」の①危険運転致死罪および②飲酒および薬
物影響下運転致死罪は、いずれも２００３年刑事裁判法の目的により重罪とされ、正式
起訴裁判で処罰される。
　治安判事裁判所ガイドラインは、同裁判所で刑が科されることの多い犯罪を対象
とするものである３。ガイドライン原典は、これを通読せずとも、一応、当該犯罪
類型の箇所ですべての手順が理解できるような体裁となっているが、本稿では、重
複部分については重ねて記述しなかった。各ガイドラインで共通に、以下の量刑手
順が記述されている４。

【犯罪の重さ（有責性と損害）の評価】
　A．出発点（starting point ガイドライン表の中では、S.P.の略語を用いた）の確定５、 
および、B．加重要因および軽減要因の影響の考慮からなる。ガイドラインには、
典型例が記述されているが、これは制限列挙ではなく、審議会ガイドライン「共通
上位原則：犯罪の重さ（Overarching Principles: Seriousness）」に掲げられる一般的加
重・軽減要因を援用することもできる。この簡易版が、治安判事裁判所ガイドライ
ン末尾に付録としてつけられている取外し式カード（pullout card）である。ただ
し、これらの一般的要因も網羅的なものではなく、これ以外の要因を考慮すること
を排除するものではない。
【適切な刑についての仮見解を作り、その後、行為者関係的軽減要因を考慮する】
　量刑決定者は、犯罪の重さから量刑を仮決定する。その後に、行為者についての
軽減要因（offender mitigation）を考慮する。これも上述の審議会ガイドライン（お
よび取外し式カード）に掲げられている事情等を考慮する。例えば、悔悟
（remorce）と取調べ時の警察に対する自供（admission to police in interview）はつ
ねに軽減要因となる。
【有罪の答弁を理由とする減刑の考慮】

２

筑波法政第４６号（２００９）

３ Magistrates’ Court Sentencing Guidelines, Definitive Guideline, ２００８, p.１５.
４ ここでは、交通事犯に関する各ガイドラインに付されている手順を記述した。一般的な
ガイドライン量刑手順については、前稿「イングランド新量刑ガイドラインの下における
交通事犯の量刑（１）」筑波法政第４５号（２００８年）９７頁以下を参照。
５ 有罪の答弁を行っていない初犯者を出発点とする。



イングランド新量刑ガイドラインの下における交通事犯の量刑（２）（岡上）

【損害賠償を含む追加命令（Ancillary Orders）の考慮】
　追加命令は多種のものがあり、ガイドラインに列挙されている６。とくに交通事
犯に関連するものとしては、運転資格に関する資格剥奪７と車両の剥奪命令である。
なお、裁判所は、傷害結果等が生じた場合には、つねに損害賠償命令を考慮しなけ
ればならず、それを行わない決定をしたときには理由を付さなければならない８。
【刑の決定・量刑理由】

　なお、本稿では、後述４も含めてガイドラインそのものを再現した翻訳
・・

ではな
く、――もちろん情報の正確さは保障した上で――加筆補充した箇所や簡略化した
箇所がある。各犯罪類型の順序はガイドライン通りであるが、各犯罪類型の冒頭に
付した通し番号は、本稿での整理のために便宜的に付したものである。

（１）不注意運転９（略式裁判のみ）

刑の上限：レベル５の罰金１０

免許証への違反事項必要的記載および任意的資格剥奪。資格剥奪をしない場合、３
－９点の賦課。
【犯罪の重さ（有責性と損害）】
A．出発点の確定

３

６ Magistrates’ Court Sentencing Guidelines, op.cit., pp.１６８-１７４.
７ 資格剥奪については、脚注１２を参照。
８ Powers of Criminal Courts（Sentencing）Act ２０００, ss. １３０（１） and １３０（３）.
９ Road Traffic Act １９８８, s. ３.
１０ 罰金刑の種類については、脚注１１をも参照。レベルは、上限を定める規定方式であり、
それぞれレベル１は２００ポンド（２００８年１１月現在で約２万８，０００円）以下、レベル２は５００ポ
ンド（約７万円）以下、レベル３は１，０００ポンド（約１４万円）以下、レベル４は２，５００ポン
ド（約３５万円）以下、レベル５は５，０００ポンド（約７０万円）以下である。

量刑幅S.P.行為の性質の例

A枠の罰金
３－４点１２

A枠１１の罰金
低スピードでの、集中力の瞬間的欠如または判断
ミス

B枠の罰金
５－６点

B枠の罰金
スピード、誤操作もしくは道路状況への注意の不
十分さに起因するコントロール喪失または対向車
の前を不注意に右折

C枠の罰金
資格剥奪の考慮または７
－９点

C枠の罰金
性急な追い越し操作の結果、車両衝突が生じた場
合、または危険に境を接した運転



B．加重要因および軽減要因の考慮
重い責任を示す要因

１．スピード超過、２．運転中に他の作業を行っていた、３．乗客の輸送または重い
積載、４．疲労
損害の程度が重いことを示す要因

１．他の者への傷害、２．他の車両または財物への損害、３．近くでの交通量・歩行
者数が多い、４．子供がいそうな時間で、学校等に近い場所
低い責任を示す要因

１．危険が小さい、２．運転者の未経験、３．道路状況または天候状況の急激な変化

（２）不注意または無配慮運転１３（careless or inconsiderate driving）致死

略式裁判の場合の刑の上限：レベル５の罰金および／または６月の拘禁
正式起訴裁判の場合の刑の上限：５年
【犯罪の重さ（有責性と損害）】
A．出発点の確定

４

筑波法政第４６号（２００９）

１１ 罰金刑は、レベル（Level）による表記方法と枠（Band）による表記方法がある。レベル
については、脚注１０を参照。CJA ２００３, s. １６４（２）によれば、罰金額は犯罪の重さを反映
しなければならないとされているが、罰金がさまざまな財政状況にいる行為者に等しいイ
ンパクトをもつようにするために、裁判所は、行為者の財政状況を考慮するものとされる
（ss. １６４（１）and １６４（４））。このような要請を満たすため、量刑決定者は、ガイドライ
ンの適用により、犯罪の重さに応じてA・B・Cの罰金枠（fine band）のいずれかを選択し、
その枠の中で、犯罪の重さを位置づけて額を決定する。A枠は、行為者の１週あたりの収
入（relevant weekly income）の５０パーセントを出発点とし、量刑幅を２５－７５パーセントと
する。B枠は、１週あたりの収入の１００パーセントを出発点とし、量刑幅を７５－１２５パーセ
ントとする。C枠は、１週あたりの収入の１５０パーセントを出発点とし、量刑幅を１２５－１７５
パーセントとする。行為者の１週あたりの収入とは、①行為者が雇用主から収入を得また
は自営業である場合で、かつ税金および国民保険を控除して、週に１００ポンド（２００８年１１月
現在で約１万４，０００円）を超える収入がある場合には、その実収入であり、②行為者が給付
金（benefit）を受けまたは行為者が雇用主から収入を得または自営業である場合で、かつ
①の諸費用の控除後に、週あたり１００ポンド以下の収入である場合には、一律に１００ポンド
となる。

量刑幅S.P.行為の性質の例

CO（軽）－CO（重）CO（中）１４
瞬間的な不注意から生じた不注意または無配慮運転で、
加重要因がない場合

CO（重）－刑事法院刑事法院不注意または無配慮運転のその他の場合

刑事法院刑事法院まったく危険運転ではない不注意または無配慮運転
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B．加重要因および軽減要因の考慮
重い責任を示す要因

１．有効な免許の事項とは一致しない運転、無資格運転、無保険運転、同意のない
車両使用、盗難車の運転のような他の犯罪を同時に行った、２．自動車運転犯罪で
過去に有罪判決があり、とくに悪質運転を含む場合、３．不停止または他の者が運
転していたという虚偽の主張のような無責任な態度
損害の程度が重いことを示す要因

１．犯罪の結果、２人以上が死亡した、２．死亡の他、１人または複数の者に重大
な傷害が生じた
低い責任を示す要因

１．行為者が衝突で重傷を負った、２．被害者が近しい友人または親戚であった、
３．被害者または第三者の行為が犯罪遂行に寄与した、４．行為者の運転経験の欠
如が、衝突の発生および／または死亡結果の蓋然性に著しく寄与した、５．運転が、
抗弁には至らない程の真の緊急状態への対応だった

（３）無免許・無資格または無保険運転者による運転致死１５

略式裁判の場合の刑の上限：レベル５の罰金および／または６月の拘禁
正式起訴裁判の場合の刑の上限：２年
【犯罪の重さ（有責性と損害）】
A．出発点の確定

５

１２ 表中の点数は、資格剥奪（disqualification）に関わるものである。運転資格剥奪には、一
定の重大な犯罪については、それだけで必要的に一定期間、資格が剥奪されるものと、加
算式（totting up）で、１２点になったときに３年間、資格が剥奪されるもの、量刑決定者の
裁量により資格が剥奪されるものがある。例えば、危険運転での有罪判決では、期間経過
後、拡大運転テスト（extended driving test）に合格するまで資格が剥奪される。

１３ Road Traffic Act １９８８, s. ２B.
１４ Community Orderの略。従来、刑種の１つであるcommunity sentenceはさまざまな命令か
らなっていたが、２００３年刑事裁判法で、さまざまな要求（requirement）を内容とする、こ
のコミュニティ・オーダーに代わった。要求は、無報酬労働、行動、プログラム受講、行動
禁止、夜間外出禁止、排除、居住、精神治療、薬物リハビリテーション、アルコール治療、
保護観察、行為者が２５歳未満の場合には会合センター（attendance center）への出席を内容
とし、１つまたは複数の要求が科せられる。コミュニティ・オーダーは、軽・中・重の３つ
のランクがあり、無報酬労働を例にとれば、軽の場合は４０-８０時間、中の場合は８０-１５０時
間、重の場合は１５０-３００時間というように要求の程度が異なる。

１５ Road Traffic Act １９８８, s. ３ZB.



B．加重要因および軽減要因の考慮
重い責任を示す要因

１．自動車運転犯罪で過去に有罪判決があり、とくに悪質運転または今回の有罪判
決の一部をなす犯罪と同種の犯罪を含む場合、２．不停止または他の者が運転して
いたという虚偽の主張のような無責任な態度
損害の程度が重いことを示す要因

１．犯罪の結果、２名以上が死亡した、２．死亡の他、１人または複数の者に重大
な傷害が生じた
低い責任を示す要因

１．運転の決意が、抗弁には至らない程の真の緊急状態によってもたらされた、２．
行為者が、自分は保険に加入しまたは運転免許を得ていたと純粋に信じていた、３．
衝突の結果、行為者が重傷を負った、４．被害者が近しい友人または親戚だった

（４）危険運転１６

略式裁判の場合の刑の上限：レベル５の罰金および／または６月の拘禁
正式起訴裁判の場合の刑の上限：２年
【犯罪の重さ（有責性と損害）】
A．出発点の確定
 

６

筑波法政第４６号（２００９）

量刑幅S.P.行為の性質の例

CO（軽）－CO（重）CO（中）行為者が無免許または無保険で、加重要因がない場合

CO（重）－刑事法院２６週の拘禁
行為者が無免許または無保険で、下記の一覧から少なく
とも１つの加重要因がある場合

刑事法院刑事法院
行為者に運転資格がない場合、または、無免許もしくは
無保険でかつ下記の一覧から２つ以上の加重要因がある
場合

１６ Road Traffic Act １９８８, s. ２.
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B．加重要因および軽減要因の考慮
重い責任を示す要因

１．他の者からの警告を無視した、２．飲酒または薬物摂取の証拠、３．運転中に他
の作業を行っていた、４．乗客の輸送または重い積載、５．疲労、６．前方車両への
過剰な接近、レース、不適切な追い越しの試みまたは追い越し後の割り込みのよう
な攻撃的運転、７．行為者の運転技量を著しく欠損させる医学的状況にあることを
知りながらの運転、８．メンテナンスの不十分なまたは危険な積載をした車両の運
転で、とくに営利的関心を動機とする場合
損害の程度が重いことを示す要因

１．他の者への傷害、２．他の車両または財物への損害
低い責任を示す要因

１．真の緊急状態、２．スピード超過をしていない、３．運転者の無責任さよりも未
経験に起因する犯罪だった

（５）無資格運転１７（略式裁判のみ）

刑の上限：レベル５の罰金および／または６月の拘禁
免許証への違反事項必要的記載および任意的資格剥奪。資格剥奪をしない場合、６
点の賦課
【犯罪の重さ（有責性と損害）】
A．出発点の確定

７

量刑幅S.P.行為の性質の例

CO（軽）－CO（重）
１２－１５月の資格剥奪

CO（中）
単発事故で、傷害の実害または危険がほとんどまたは
まったくない場合

CO（重）－２６週 の 拘
禁

１２週の拘禁

とくに交通量の多い道路または市街地における、スピー
ド超過または人目を引く行為を含む事故、または単発事
故で、傷害の実害もしくは危険がほとんどもしくはまっ
たくないが、行為者が無資格運転者であった場合

刑事法院刑事法院

他の者の安全を故意に無視したことを含む長時間の悪質
運転、またはとくに交通量の多い道路または市街地にお
ける無資格運転者によるスピード超過または人目を引く
行為を含む事故、または警察に追跡されている間の、上
記項目に掲げられた運転

１７ Road Traffic Act １９８８, s. １０３.



B．加重要因および軽減要因の考慮
重い責任を示す要因

１．テストに合格したことがない、２．計画的で長期の違反、３．禁止期間中に車両
を獲得した、４．報酬のための運転
損害の程度が重いことを示す要因

１．運転距離、２．悪質運転が伴ったことの証拠がある、３．事故に付随した
低い責任を示す要因

１．資格剥奪が科されたときに被告人がその場に在席せず、禁止を知らなかったこ
とに真に理由がある、２．真の緊急状態が証明された

（６）過度のアルコール摂取（運転または運転しようとした場合）１８（略式裁判のみ）

刑の上限：レベル５の罰金および／または６月の拘禁
・１２月以上の免許証への違反事項必要的記載および必要的資格剥奪
・行為者が、５６日の期間で２つ以上の、または過去３年間で２つを超える資格を剥
奪されていた場合は、２年以上の必要的資格剥奪
・行為者が、過去１０年で関連犯罪で有罪判決を受けていた場合は、３年以上の必要
的資格剥奪

【犯罪の重さ（有責性と損害）】
A．出発点の確定
 

８

筑波法政第４６号（２００９）

１８ 原文は、attempt to driveであるが、わが国で想定する、実行の着手によって画される
「未遂」は、この犯罪が挙動犯であることを考えると適切ではなく、より広く準備行為を含
む（前掲・『英米法辞典』を参照）ように思われるため、「未遂」の語をあてなかった。

量刑幅S.P.行為の性質の例

C枠の罰金－CO（中）
６点または３－６月の資格剥奪

CO（軽）
禁止期間が完全に終了したが、再テストを受
けていなかった場合

CO（中）－１２週の拘禁
現在の禁止が終了した後、６－１２
月の資格剥奪延期

CO（重）すでに服された禁止期間の延長

CO（重）－２６週の拘禁
現在の禁止が終了した後、１２－１８
月の資格剥奪延期

１２週の拘禁禁止が最近言い渡された



イングランド新量刑ガイドラインの下における交通事犯の量刑（２）（岡上）

B．加重要因および軽減要因の考慮
重い責任を示す要因

１．大型運搬車両、大型貨物車両、公共輸送機関等、２．道路状況または天候状況
の悪さ、３．乗客の輸送中、４．賃金または報酬のための運転、５．許されない運転
基準の証拠がある
損害の程度が重いことを示す要因

１．事故に付随した、２．学校等に近い場所、３．近くでの交通量・歩行者数が多い
低い責任を示す要因

１．真の緊急状態であったことが証明された、２．アルコール含有飲料であった、
３．運転距離が非常に短い

（７）過度のアルコール摂取１９（運転を伴わない場合。ただし、運転の蓋然性が

まったくないことが証明できた場合等を除く）（略式裁判のみ）

刑の上限：レベル４の罰金および／または３月の拘禁
免許証への違反事項必要的記載および任意的資格剥奪。資格剥奪をしない場合、１０
点の賦課
【犯罪の重さ（有責性と損害）】
A．出発点の確定

 

９

１０年内に２度
目の犯罪が
あった場合の
資格剥奪

資格剥奪量刑幅S.P.
アルコールのレベル

 尿（ml）血中（ml）呼気（mg）

３６－４０月１２－１６月C枠の罰金C枠の罰金１０８－１８３８１－１３７３６－５９

３６－４６月１７－２２月C枠の罰金C枠の罰金１８４－２７４１３８－２０６６０－８９

３６－５２月２３－２８月
CO（軽）－
　CO（重）

CO（中）２７５－３６６２０７－２７５９０－１１９

３６－６０月２９－３６月
CO（重）－
２６週の拘禁

１２週の拘禁３６７－４５９以上２７６－３４５以上１２０－１５０以上

１９ Road Traffic Act １９８８, s. ５（１）（b）.



B．加重要因および軽減要因の考慮
重い責任を示す要因

１．大型運搬車両、大型貨物車両、公共輸送機関等、２．運転能力の著しい欠損、
３．運転の蓋然性が高い、４．賃金または報酬のための運転
低い責任を示す要因

１．運転の蓋然性が低い

（８）不停止／事故不報告２０（略式裁判のみ）

刑の上限：レベル５の罰金および／または６月の拘禁
免許証への違反事項必要的記載および任意的資格剥奪。資格剥奪をしない場合、５
－１０点の賦課
【犯罪の重さ（有責性と損害）】
A．出発点の確定

B．加重要因および軽減要因の考慮
重い責任を示す要因

１．飲酒または薬物の証拠／テスト回避、２．傷害の惹起の確定的／不確定的な認

１０

筑波法政第４６号（２００９）

２０ Road Traffic Act １９８８, s. １７０（４）.

量刑幅S.P.
アルコールのレベル

尿（ml）血中（ml）呼気（mg）
B枠の罰金
１０点

B枠の罰金１０８－１８３８１－１３７３６－５９

B枠の罰金
１０点または資格剥奪の考慮

B枠の罰金１８４－２７４１３８－２０６６０－８９

C枠の罰金－CO（中）
６月以下の資格剥奪の考慮または１０点

C枠の罰金２７５－３６６２０７－２７５９０－１１９

CO（軽）－６週の拘禁
６－１２月の資格剥奪

CO（中）３６７－４５９以上２７６－３４５以上１２０－１５０以上

量刑幅S.P.行為の性質の例

B枠の罰金
５－６点

B枠の罰金
軽度の損害／傷害または現場で停止したが、
詳細の情報不交換または不報告

C枠の罰金
７－８点　資格剥奪の考慮

C枠の罰金中度の損害／傷害または不停止および不報告

C枠の罰金－２６週の拘禁
６－１２月の資格剥奪または９－１０点

CO（重）
重度の損害・傷害および／または悪質運転の
証拠がある



イングランド新量刑ガイドラインの下における交通事犯の量刑（２）（岡上）

識があった、３．負傷した当事者を現場に残した、４．虚偽の説明
低い責任を示す要因

１．身元が知られていると信じていた、２．報復を真に恐れていたという事情があ
る、３．事後報告をした

（９）分析標本の不提供２１（運転／運転しようとした場合）（略式裁判のみ）

【犯罪の重さ（有責性と損害）】
刑の上限：レベル５の罰金および／または６月の拘禁
免許証への違反事項記載および資格剥奪については、（６）（本稿８頁）と同一
A．出発点の確定
B．加重要因および軽減要因の考慮

重い責任を示す要因

１．許されない運転基準の証拠がある、２．大型運搬車両、大型貨物車両、公共輸
送機関等、３．明白な酩酊状態、４．賃金または報酬のための運転
損害の程度が重いことを示す要因

１．事故に付随した
低い責任を示す要因

１．真に標本提供をしようとしたが、うまくいかなかった

１１

１０年内に２度
目の犯罪が
あった場合の
資格剥奪

資格剥奪量刑幅S.P.行為の性質の例

３６－４０月１２－１６月C枠の罰金C枠の罰金
免責事由があると誠実に思料
したが不合理であったときの、
被告人によるテストの拒否

３６－５２月１７－２８月C枠の罰金－CO（重）CO（軽）
故意の拒否または故意の不提
供

３６－６０月２９－３６月CO（重）－２６週の拘禁１２週の拘禁
運転能力欠損の証拠がある場
合の故意の拒否または故意の
不提供

２１ Road Traffic Act １９８８, s. ７（６）.



（１０）分析標本の不提供２２（運転を伴わない場合。ただし、運転の蓋然性がまった

くないことが証明できた場合等を除く）（略式裁判のみ）

刑の上限：レベル４の罰金および／または３月の拘禁
免許証への違反事項必要的記載および任意的資格剥奪。資格剥奪をしない場合、１０
点の賦課
【犯罪の重さ（有責性と損害）】
A．出発点の確定

B．加重要因および軽減要因の考慮
重い責任を示す要因

１．明白な酩酊状態、２．大型運搬車両、大型貨物車両、公共輸送機関等、３．運転
の蓋然性が高い、４．賃金または報酬のための運転
低い責任を示す要因

１．真に標本提供をしようとしたが、うまくいかなかった、２．運転の蓋然性が低い

（１１）保険不加入２３（略式裁判のみ）

刑の上限：レベル５の罰金
免許証への違反事項必要的記載および任意的資格剥奪。資格剥奪をしない場合、６
－８点の賦課
【犯罪の重さ（有責性と損害）】
A．出発点の確定

１２

筑波法政第４６号（２００９）

２２ Road Traffic Act １９８８, s. ７（６）.
２３ Road Traffic Act １９８８, s. １４３.

量刑幅S.P.行為の性質の例

B枠の罰金
１０点

B枠の罰金
免責事由があると誠実に思料したが不合理で
あったときの、被告人によるテストの拒否

C枠の罰金－CO（中）
資格剥奪の考慮または１０点

C枠の罰金故意の拒否または故意の不提供

CO（軽）－６週の拘禁
６－１２月の資格剥奪

CO（中）
故意の拒否または故意の不提供で、運転能力
欠損の証拠がある場合

量刑幅S.P.行為の性質の例

C枠の罰金
６点－１２月の資格剥奪

C枠の罰金
保険をかけずに道路またはその他の公共の場
で原付車両を用いた



イングランド新量刑ガイドラインの下における交通事犯の量刑（２）（岡上）

B．加重要因および軽減要因の考慮
重い責任を示す要因

１．テストに合格したことがない、２．虚偽の説明をした、３．大型運搬車両、大型
貨物車両、公共輸送機関等、４．賃金または報酬のための運転、５．継続的な無保険
利用の証拠がある
損害の程度が重いことを示す要因

１．事故に付随した、２．事故の結果、傷害が生じた
低い責任を示す要因

１．他の者に保険の残余を提供する責任があった、２．真に誤解していた、３．更新
せずに間もない、または保険があったときに、車両の詳細を書き換えなかった、４．
車両が運転されなかった

（１２）スピード違反２４（略式裁判のみ）

刑の上限：レベル３の罰金（高速道路の場合はレベル４）
免許証への違反事項必要的記載および任意的資格剥奪。資格剥奪をしない場合、３
－６点の賦課
【犯罪の重さ（有責性と損害）】
A．出発点の確定２５

１３

２４ Road Traffic Regulation Act １９８４, s. ８９（１０）

記録された速度制限速度

４１（６６）－５０（８０）３１（５０）－４０（６４）２１（３４）－３０（４８）２０（３２） 

５１（８２）－６０（９７）４１（６６）－５０（８０）３１（５０）－４０（６４）３０（４８） 

６６（１０６）－７５（１２１） ５６（９０）－６５（１０５）４１（６６）－５５（８９）４０（６４） 

７６（１２２）－８５（１３７）６６（１０６）－７０（１１３） ５１（８２）－６５（１０５）５０（８０） 

 ９１（１４６）－１００（１６０）８１（１３０）－９０（１４５） ６１（９８）－８０（１２９）６０（９７） 

１０１（１６３）－１１０（１７７）９１（１４６）－１００（１６０）７１（１１４）－９０（１４５）７０（１１３）

B枠の罰金B枠の罰金A枠の罰金S.P.

B枠の罰金B枠の罰金A枠の罰金量刑幅

７－５６日の資格剥奪ま
たは６点

４－６点または７－２８
日の資格剥奪

３点点数／資格剥奪



B．加重要因および軽減要因の考慮
重い責任を示す要因

１．道路状況または天候状況の悪さ、２．大型運搬車両、大型貨物車両、公共輸送
機関等、３．キャラバン／トレーラーを牽引していた、４．乗客の輸送または重い積
載、５．賃金または報酬のための運転、６．スピード超過運転の許されない基準の証
拠がある
損害の程度が重いことを示す要因

１．学校等に近い場所、２．近くでの交通量・歩行者数が多い
低い責任を示す要因

１．真の緊急状態が証明された

（１３）飲酒または薬物による不適格２６（運転／運転しようとした場合）（略式裁判

のみ）

刑の上限：レベル５の罰金および／または６月の拘禁
免許証への違反事項記載および資格剥奪については（６）（本稿８頁）と同一
【犯罪の重さ（有責性と損害）】
A．出発点の確定

１４

筑波法政第４６号（２００９）

２５ なお、原典の速度表記は、マイル／時であるが、ここでは、１マイルを１．６０９３キロメー
トルとして換算し、小数点第１位を四捨五入した数値を（　）内に記入した。その単位は、
キロメートル／時である。

１０年内に２度
目の犯罪が
あった場合の
資格剥奪

資格剥奪量刑幅S.P.行為の性質の例

３６－４０月１２－１６月C枠の罰金C枠の罰金
中程度の運転能力の欠損だった
との証拠があり、加重要因がな
い

３６－４６月１７－２２月C枠の罰金C枠の罰金
中程度の運転能力の欠損だった
との証拠があり、下記の一覧か
ら１つ以上の加重要因がある

３６－５２月２３－２８月CO（軽）－CO（重）CO（中）
高度の運転能力の欠損だったと
の証拠があり、加重要因がない

３６－６０月２９－３６月CO（重）－２６週の拘禁１２週の拘禁
高度の運転能力の欠損だったと
の証拠があり、下記の一覧から
１つ以上の加重要因がある



イングランド新量刑ガイドラインの下における交通事犯の量刑（２）（岡上）

B．加重要因および軽減要因の考慮
重い責任を示す要因

１．大型運搬車両、大型貨物車両、公共輸送機関等、２．道路状況または天候状況
の悪さ、３．乗客の輸送中、４．賃金または報酬のための運転、５．許されない運転
基準の証拠がある
損害の程度が重いことを示す要因

１．事故に付随した、２．学校等に近い場所、３．近くでの交通量・歩行者数が多い
低い責任を示す要因

１．真の緊急状態であったことが証明された、２．アルコール含有飲料であった、
３．運転距離が非常に短い

（１４）飲酒または薬物による不適格２７（運転を伴わない場合。ただし、運転の蓋然性

がまったくないことが証明された場合等を除く）（略式裁判のみ）

刑の上限：レベル４の罰金および／または３月の拘禁
免許証への違反事項必要的記載および任意的資格剥奪。資格剥奪をしない場合、１０
点の賦課
【犯罪の重さ（有責性と損害）】
A．出発点の確定

B．加重要因および軽減要因の考慮
重い責任を示す要因

１．大型運搬車両、大型貨物車両、公共輸送機関等、２．運転の蓋然性が高い、 
３．賃金または報酬のための運転

１５

量刑幅S.P.行為の性質の例

B枠の罰金
１０点

B枠の罰金
中程度の運転能力の欠損だったとの証拠があ
り、加重要因がない

B枠の罰金
１０点または資格剥奪の考慮

B枠の罰金
中程度の運転能力の欠損だったとの証拠があ
り、下記の一覧から１つ以上の加重要因がある

C枠の罰金－CO（中）
１０点または資格剥奪の考慮

C枠の罰金
高度の運転能力の欠損だったとの証拠があ
り、加重要因がない

CO（中）－１２週の拘禁
資格剥奪の考慮または１０点

CO（重）
高度の運転能力の欠損だったとの証拠があり、
下記の一覧から１つ以上の加重要因がある

２６ Road Traffic Act １９８８, s. ４（１）.
２７ Road Traffic Act １９８８, s. ４（２）.



低い責任を示す要因

１．運転の蓋然性が低い

４「交通死亡事故（運転致死）」についてのガイドライン２８

（１）危険運転致死罪２９

制定法上の定義３０：「危険運転」とは、運転の基準が、有能かつ注意深い運転者に期
待されるものを大きく下回り、有能かつ注意深い運転者には、そのような運転が危
険であることが明らかである場合をいう。
刑の上限：１４年以下の拘禁刑
強制的な拡大再テストを伴う２年以上の資格剥奪

他の加重要因

１．自動車運転犯罪で過去の有罪判決があり、とくに悪質運転または運転前の過剰
なアルコール／薬物の摂取を含む場合、２．犯罪の結果、２人以上が死亡した、 
３．死亡の他、１人または複数の者に重大な傷害が生じた、４．警告の無視、５．有
効な免許の事項とは一致しない運転すなわち無資格運転、無保険運転、同意のない
車両使用、盗難車の運転のような他の犯罪を同時に行った、６．不停止、被害者の
１人が衝突に責任があるという虚偽の主張をしまたは逃亡のためにハンドルを切っ

１６

筑波法政第４６号（２００９）

２８ 最終版は２００８年７月に公布された。
２９ Road Traffic Act １９８８（section １）
３０ Causing Death by Driving, Definitive Guideline, ２００８, p.１８.

量刑幅S.P.犯罪の性質

７－１４年の拘禁８年の拘禁

レベル１
もっとも重い犯罪であり、道路規則を無視する意図的な決意
（または甚だしい無視）および他の者に生じる大きな危険のあ
からさまな無視を含む運転

４－７年の拘禁５年の拘禁
レベル２
危険状態の著しい虞を生じさせる運転 

２－５年の拘禁３年の拘禁

レベル３
危険状態の著しい虞を生じさせる運転
［運転の有責性がこのレベルよりも顕著に低い場合は、不注意
運転致死のもっとも重いレベルについての出発点と量刑幅を
参照するものとする］



イングランド新量刑ガイドラインの下における交通事犯の量刑（２）（岡上）

て被害者を車から投げ出そうとするような行為者の無責任な態度、７．発覚または
逮捕を避けようと車で立ち去った
他の軽減要因

１．アルコール／薬物を知らずに摂取した、２．行為者が衝突で重傷を負った、 
３．被害者が近しい友人または親族であった、４．被害者または第三者の行動が、
衝突の発生および／または死亡結果の蓋然性に著しく寄与した、５．行為者の運転
経験の欠如が犯罪遂行に寄与した、６．運転が、抗弁には至らない程の真の緊急状
態への対応であった

（２）飲酒もしくは薬物影響下での不注意運転致死、または、分析のための標本

不提供もしくは血液標本の分析不許可３１

制定法上の定義３２：「不注意運転」とは、有能かつ注意深い運転者に期待されるもの
を大きく下回る運転をいう
刑の上限：１４年の拘禁刑
強制的な拡大再テストを伴う２年以上の資格剥奪

他の加重要因

１．有効な免許の事項とは一致しない運転すなわち無資格運転、無保険運転、同意
のない車両使用、盗難車の運転のような他の犯罪を同時に行った、２．自動車運転
犯罪で過去に有罪判決があり、とくに悪質運転または運転前の過剰なアルコール/

１７

不注意/無思慮運転
で、危険にはまった
く至らない場合

不注意/無思慮運転
の他の事案

瞬間的な不注意から
生じた不注意/無思
慮運転で加重要因の
ない場合

アルコールの法定限度が、呼気中
３５μ g（血中８０mgおよび尿中１０７mg）

S.P.　８年の拘禁
量刑幅
　７－１４年の拘禁

S.P.　７年の拘禁
量刑幅
　６－１２年の拘禁

S.P.　６年の拘禁
量刑幅
　５－１０年の拘禁

７１μ以上のアルコール/多量の薬物
または故意の標本不提供で、著し
い運転能力欠損の証拠がある場合

S.P.　６年の拘禁
量刑幅
　５－９年の拘禁

S.P.　５年の拘禁
量刑幅
　４－８年の拘禁

S.P.　４年の拘禁
量刑幅
　３－７年の拘禁

５１－７０ μ gのアルコール/中程度量
の薬物量または故意の標本不提供

S.P.　４年の拘禁
量刑幅
　３－６年の拘禁

S.P.　３年の拘禁
量刑幅
　２－５年の拘禁

S.P.　１８月の拘禁
量刑幅
　２６週－４年の拘禁

３５－５０ μ gのアルコール/少量の薬
物または誠実に思料したが不合理
な信念によるテスト拒否

３１ Road Traffic Act １９８８, s. ３A.
３２ Causing Death by Driving, op.cit., p.１８.



薬物の摂取を含む場合、３．犯罪の結果、２人以上が死亡した、４．死亡の他、１人
または複数の者に重大な傷害が生じた、５．不停止または被害者の１人が衝突に責
任があるという虚偽の主張のような無責任な態度
他の軽減要因

１．アルコール／薬物を知らずに摂取した、２．行為者が、衝突で重傷を負った、
３．被害者が近しい友人または親族であった、４．被害者または第三者の行動が、
衝突の発生および／または死亡結果の蓋然性に著しく寄与した、５．運転が、抗弁
には至らない程の真の緊急状態への対応であった

（３）不注意または無配慮運転致死３３

制定法上の定義３４：不注意の定義は、前項（２）を参照。他の者に対する合理的な
配慮のない運転とは、ある者の運転により他の者が迷惑をかけられた場合をいう。
刑の上限：５年の拘禁刑
１２月以上の資格剥奪、裁量的再テスト

他の加重要因

１．有効な免許の事項とは一致しない運転すなわち無資格運転、無保険運転、同意
のない車両使用、盗難車の運転のような他の犯罪を同時に行った、２．自動車運転
犯罪で過去に有罪判決があり、とくに悪質運転を含む場合、３．犯罪の結果、２人
以上が死亡した、４．死亡の他、１人または複数の者に重大な傷害が生じた、５．不
停止または他の者が運転していたという虚偽の主張のような無責任な態度
他の軽減要因

１．行為者が、衝突で重傷を負った、２．被害者が近しい友人または親族であった、

１８

筑波法政第４６号（２００９）

量刑幅S.P.犯罪の性質

３６週－３年の拘禁１５月の拘禁
不注意または無配慮運転で、危険運転には
まったく至らない場合

CO（重）－２年の拘禁３６週の拘禁不注意または無配慮運転の他の事案

CO（軽）－CO（重）CO（中）
瞬間的な不注意から生じる不注意運転または
無配慮運転で、加重要因がない場合

３３ Road Traffic Act １９８８, s. ２B.この犯罪類型は、３　治安判事裁判所ガイドライン（２）
と同一であるが、重大な場合であるために犯罪の重さに関する表が異なるのはもちろん、
加重要因・軽減要因も若干異なる。

３４ Causing Death by Driving, op.cit., p.１８.



イングランド新量刑ガイドラインの下における交通事犯の量刑（２）（岡上）

３．被害者または第三者の行動が、犯罪遂行に寄与した、４．行為者の運転経験の
欠如が、衝突の発生および／または死亡結果の蓋然性に著しく寄与した、５．運転
が、抗弁には至らない程の真の緊急状態への対応であった

（４）無免許・無資格または無保険運転者による運転致死３５

刑の上限：２年の拘禁刑
１２月以上の資格剥奪、裁量的再テスト

他の加重要因

１．自動車運転犯罪で過去に有罪判決があり、悪質運転または今回の有罪判決の一
部をなす犯罪（無免許・無資格または無保険運転）と同種の犯罪を含む場合、 
２．犯罪の結果、２人以上が死亡した、３．死亡の他、１人または複数の者に重大
な傷害が生じた、４．不停止または他の者が運転していたという虚偽の主張のよう
な無責任な態度
他の軽減要因

１．運転の決意が、抗弁には至らない程の真の緊急状態によってもたらされた、２．
行為者が、自分は保険に加入しまたは運転免許があると純粋に信じていた、３．行
為者が、衝突で重傷を負った、４．被害者が近しい友人または親族であった

〔２００８年１２月１５日　脱稿〕

（人文社会科学研究科准教授）

〔追記〕本稿は、平成２０年度科学研究費補助金（基盤研究（B）課題番号２０３３００１３
研究代表者　岡上雅美）による研究成果の一部である。

１９

量刑幅S.P.犯罪の性質

３６週－２年の拘禁１２月の拘禁
行為者が運転資格を剥奪されていた、または、行
為者が無免許若しくは無保険で下記の一覧から２
つ以上の加重要因がある

CO（重）－３６週の拘禁２６週の拘禁
行為者が無免許または無保険で下記の一覧から少
なくとも１つの加重要因がある

CO（軽）－CO（重）CO（中）行為者が無免許または無保険で加重要因がない

３５ Road Traffic Act １９８８, s. ３ZB.この犯罪類型は、３　治安判事裁判所ガイドライン（３）
と同一であるが、重大な場合であるために犯罪の重さに関する表が異なるのはもちろん、
加重要因・軽減要因も若干異なる。


